
 

 

【補助金交付の流れ】 
 

 

申請者 会の計画 
 

  ↓ 
 

申請者 申請書提出 

  （会実施予定日の２か月） 
 

  ↓ 
 

同窓会 申請書受理 
 

  ↓ 
 

同窓会 申請書審査 
 

  ↓ 
 

同窓会 決定・不決定 
 

  ↓ 
 

同窓会 申請者へ決定・不決定通知の発送 
 

  ↓ 
 

申請者 会の実行 
 

  ↓ 
 

申請者 実施報告書（添付書類一式）提出   

  （会実施後２週間以内） 
 

  ↓ 
 

同窓会 内容確認・補助金支出（補助金振込通知書の送付） 
 

  ↓ 
 

申請者 次年度同窓会総会で発表 

 ＜提出先＞ 

 〒302-0107 守谷市大木 70番地 

 茨城県立守谷高等学校 渉外部 

 電 話 0297-48-6409 
 ＦＡＸ 0297-45-8479 

 ＜提出先＞ 

 〒302-0107 守谷市大木 70番地 

 茨城県立守谷高等学校 渉外部 

 電 話 0297-48-6409 
 ＦＡＸ 0297-45-8479 



 

 

クラス会等交流事業補助金交付要項 

 

第１条（目的） 

本要項は，守谷高等学校のクラス会等の事業（以下「クラス会等活動」とい

う）を活性化させるための補助金を交付することについて，必要な事項を定め

るものとする。 

 

第２条（助成対象等） 

補助金の交付対象とするクラス会等活動は「別表１」のとおりとする。 

 

第３条（補助金基準） 

補助金額は「別表２」のとおりとする。 

 

第４条（補助金の交付申請） 

補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という）が，補助金の交

付を受けようとするときは，クラス会等活動の実施予定日の２か月前に，様式

第１号による交流事業補助金申請書を会長に提出しなければならない。 

２ 各会の補助金申請は，３年に１回とする。 

 

第５条（補助金交付の条件） 

申請者は，事業の実施に当り，次の条件を遵守しなければならない。 

（１）補助金はクラス会等活動の目的以外に使用しない。 

（２）同窓会の監査を求められたときは，関係書類を提出する。 

（３）クラス会等活動を実施した翌年度の同窓会総会において，当該活動につ

いて報告する。 

 

第６条（補助金の支出） 

会長は，第４条第１項の申請書を受理したときは，審査の上，補助金を支出

する必要があると認めたのもについて予算の範囲内において交付を決定し，申

請者に対し様式第２号により通知するものとする。 

２ 補助金は第７条の交流事業補助金実施報告書を受理した後に支出するもの

とする。 

 

第７条（実施報告） 

 申請者は，クラス会等活動の実施後２週間以内に，様式第３号による交流事



 

 

業補助金実施報告書を「別表３」に定める書類を添付して会長に提出しなけれ

ばならない。 

 

第８条（交付決定の取消し等） 

 会長は，クラス会等活動が中止されたとき又は次の各号のいずれかに該当す

る場合には，第６条の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）申請者が，本要項又は本要項に基づく会長の指示に違反した場合 

（２）申請者が，補助金をクラス会等活動以外の用途に使用した場合 

（３）申請者が，補助事業に関して不正，怠慢，その他不適当な行為をした場

合 

２ 前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は，申請者に

対し様式第４号により通知するものとする。 

３ 会長は，前項の取消しをした場合において，既に当該取消しに係る部分に

対する補助金が交付されているときは，申請者に対して期限を付して当該補

助金の全部又は一部の返還を命ずる。 

 

附則 

 この要項は平成３０年９月１日より施行する。 

 

別表１（第２条関係） 

補助対象は，原則として，１０名以上出席のある次の会とする。 

・クラス会 

・同期会 

・その他，会長が特別に許可した会 

 

別表２（第３条関係） 

補助金額は，出席人数に金５００円を乗じた額とする。但し，上限額は，

５０，０００円とする。 

また，「交流事業補助金実施報告書」記載の実出席者数が「交流事業補助

金申請書」記載の出席予定者数より増加した場合であっても，様式第２号

記載の支給予定額の増額は行わないものとする。 



 

 

別表３（第４条関係） 

添付書類は，次の①から③とする。 

① 「開催通知文」または「案内文」の原本又は写し 

  （電子メールやソーシャルネットワークサービス等の場合はスクリー

ンショットを印刷したものでも可） 

② 飲食費，会場借り上げ等の領収書の原本又は写し 

③ 参加者名簿（参加者直筆，フルネームとする） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１号 

クラス会等交流事業補助金申請書 

 

  年  月  日 

 

茨城県立守谷高等学校同窓会長 殿 

 

申請者  

第   期生 氏名           ㊞  

（〒   －   ） 

連絡先 住所                 

                  電話番号               

 

 

交流事業補助金を交付して頂きたく要項第４条により，次のとおり関係書類

を添えて申請します。 

 

 

１ 開催予定日  平成   年    月   日 

 

２ 開 催 場 所   

 

３ 開 催 目 的   

 

４ 助 成 対 象  ① クラス会（第   期   学年   組） 

  ② 第   期同期会  

         ③ その他（                    ） 

 

５ 交付申請額  出席予定者数（   名）×５００円＝（      円） 

 

６ 補助金の振込先（申請者名義の口座） 

お振込先          銀行         支店 

預金種目 (該当に○)  普通   当座   貯蓄 

口座番号  

フリガナ  

名 義  

 



 

 

様式第２号の１ 

クラス会等交流事業補助金交付決定通知書 
 

  年  月  日 

 

申請者  

第   期生 氏名           様 

 

茨城県立守谷高等学校同窓会長  

 

 

先に申請のあった交流事業補助金については，要項第６条により次のとおり

決定したので通知します。 

 

 

１ 支 給 予 定 額            円 

           但し，実出席人数が１００人未満の場合で，かつ，申

請時の出席予定者数より実出席者数が少なくなった場

合は，実出席者数に５００円を乗じた額を支給予定額

とする。 

           なお，実出席者が出席予定者数より増加した場合は支

給予定額の増額は行わないものとする。 

 

２ 支   給   日  要項第７条で定める実施報告書提出後，内容を審査の

うえ決定する。 

 

３ 補助金の振込先  申請書記載の口座とする。 

 

４ そ  の  他  クラス会等活動実施後２週間以内に「クラス会等交流

事業補助金実施報告書」（様式第３号），「添付書類①及

び②」（開催通知文・領収書等），「添付書類③」（参加

者名簿：参加者直筆）を提出すること。 

 

【交付決定の取消しについて】 

クラス会等活動が中止されたとき又は次のいずれかに該当する場合に

は，要項第８条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消します。 

① 申請者が，本要項又は本要項に基づく会長の指示に違反した場合 

② 申請者が，補助金をクラス会等活動以外の用途に使用した場合 

③ 申請者が，補助事業に関して不正，怠慢，その他不適当な行為を 

した場合 

 



 

 

様式第２号の２ 

クラス会等交流事業補助金交付不決定通知書 

 

  年  月  日 

 

申請者  

第   期生 氏名           様 

 

茨城県立守谷高等学校同窓会長  

 

 

 

先に申請のあった交流事業補助金については，要項第６条により不決定とし

たので通知します。 

 

 

 

【不決定の理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第３号 

クラス会等交流事業補助金実施報告書 

 

 

  年  月  日 

 

 

茨城県立守谷高等学校同窓会長 殿 

 

 

申請者  

第   期生 氏名           ㊞  

（〒   －   ） 

連絡先 住所                 

                  電話番号               

 

 

交流事業補助金を交付して頂きたく要項第７条により，次のとおり関係書類

を添えて報告します。 

 

 

１ 開 催 日  平成   年   月   日 

 

２ 助 成 対 象  ① クラス会（第   期   学年   組） 

  ② 第   期同期会 

         ③ その他（                    ） 

 

３ 実出席者数       名 

 

４ 添付書類 

  次の①から③の書類 

① 「開催通知文」または「案内文」の原本又は写し 

  ※電子メール，ソーシャルネットワークサービス等のスクリーンショット

を印刷したものでも可 

② 飲食費、会場借り上げ等の領収書の原本又は写し 

 ③ 参加者名簿（参加者直筆，フルネーム） 

 

 



 

 

                           添付書類①及び② 
 

次の①及び②の書類を貼付してください。 

① 「開催通知文」または「案内文」の原本又は写し 

   ※ 電子メール，ソーシャルネットワークサービス等のスクリーンショ

ットを印刷したものでも可 

② 飲食費、会場借り上げ等の原本又は領収書の写し 

 

 



 

 

添付書類③ 

参加者名簿 
 

実施した会の名称：クラス会（第  期  学年  組） 
第  期同期会 
その他（             ） 

NO 氏名（参加者直筆，ﾌﾙﾈｰﾑ） 備  考 

  第  期生(卒業年:  年)  学年  組 

  第  期生(卒業年:  年)  学年  組 

  第  期生(卒業年:  年)  学年  組 

  第  期生(卒業年:  年)  学年  組 

  第  期生(卒業年:  年)  学年  組 

  第  期生(卒業年:  年)  学年  組 

  第  期生(卒業年:  年)  学年  組 

  第  期生(卒業年:  年)  学年  組 

  第  期生(卒業年:  年)  学年  組 

  第  期生(卒業年:  年)  学年  組 

  第  期生(卒業年:  年)  学年  組 

  第  期生(卒業年:  年)  学年  組 

  第  期生(卒業年:  年)  学年  組 

  第  期生(卒業年:  年)  学年  組 

  第  期生(卒業年:  年)  学年  組 

  第  期生(卒業年:  年)  学年  組 

  第  期生(卒業年:  年)  学年  組 

  第  期生(卒業年:  年)  学年  組 

  第  期生(卒業年:  年)  学年  組 

  第  期生(卒業年:  年)  学年  組 

計 名  

 ＊記入されました個人情報は、本会運営目的以外で使用することはありません＊ 



 

 

様式第４号 

クラス会等交流事業補助金交付決定取消通知書 

 

  年  月  日 

 

申請者  

第   期生 氏名           様 

 

茨城県立守谷高等学校同窓会長  

 

 

 

平成  年  月  日付け「クラス会等交流事業補助金交付決定通知書」

により交付決定をしたクラス会等交流事業補助金については，下記の理由によ

り交付決定の 全部 一部 を取り消したので，要項第８条２項の規定により

通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付決定した支給予定額          円 

 

２ 取り消しする支給予定額          円 

 

３ 差引支給予定額              円 

 

４ 取り消し理由 

 

 

 



 

 

クラス会等交流事業補助金振込通知書 

 

  年  月  日 

 

申請者  

第   期生 氏名           様 

 

茨城県立守谷高等学校同窓会長  

 

 

 

先に申請のあった交流事業補助金について，次のとおり振り込んだので通知

します。 

なお，要項第５条によりクラス会等活動を実施した翌年度の同窓会総会にお

いて，クラス会等活動について報告いただくことになりますのでご留意願いま

す。 

 

 

１ 支 給 額            円 

  （ 振 込 額 ） 

 

２ 支 給 日      年  月  日 

 

３ 補助金の振込先  申請書記載の口座とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


